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「
フ
ァ
ミ
・
サ
ポ
」
会
員
を

募
集
し
て
い
ま
す

豊
頃
町
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー

（
こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
）

福
祉
課
子
育
て
支
援
係

☎
５
７
４
‐
３
９
３
２

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
５
７
４
‐
２
３
４
５
）

ファミ・サポってなに？

●援助内容　保育所等までの送迎、子どもの預かり等

●対象児童　おおむね生後６か月から小学校６年生まで

●活動時間　午前７:00 ～午後 8:00 まで

●利用料金　30 分　300 円
　　　　　　※利用料金は、子ども一人につき計算。2人目以降（きょうだい）
　　　　　　　については半額。
　　　　　　※子どもの送迎にかかる交通費、食事、おやつ、ミルク代に
　　　　　　　ついては実費（事前に会員同士で確認）

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
「
フ
ァ
ミ
・
サ
ポ
」
で
は
、
子
育
て
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
ほ
し
い
人「
依
頼
会
員
」と
サ
ポ
ー
ト
を
し
た
い
人「
提
供
会
員
」の
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

提
供
会
員
に
な
る
に
は
、
資
格
や
経
験
、
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
が
「
子
育
て
支
援
講
座
」
を
受

講
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
す
ぐ
に
活
動
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
今
後
の
活
動
や
勉
強
の
た
め

に
受
講
し
て
み
た
い
と
い
う
方
な
ど
、
子
育
て
に
関
心
の
あ
る
方
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
受
講
で

き
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　ファミリー・サポート・センターは、地域で会員同士が子育ての相
互援助活動を支援する組織です。

依頼会員と提供会員の両方に登録することができます▶▶両方会員

　

豊
頃
町
民
プ
ー
ル
が
６
月
か
ら
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
館
期
間
▼
６
月
１
日
（
日
）
～
９
月
30
日
（
火
）

利
用
料
金
▼
町
民
～
無
料

▼
町
外
者
～
小
・
中
学
生
１
０
０
円
／
高
校
生
以
上
２
０
０
円

開
館
時
間
▼
13
時
～
20
時

※
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
並
び
に
、
豊
頃
小
学
校
の
夏

季
休
業
期
間
中
は
、
午
前
10
時
に
開
館
し
ま
す
。

休

館

日
▼
毎
週
月
曜
日
・
祝
日
の
翌
日

※
７
月
・
８
月
は
祝
日
の
翌
日
も
開
館
し
ま
す
。

住

所
▼
豊
頃
町
中
央
若
葉
町
22
番
地
１
（
豊
頃
小
学
校
）

施

設
▼
25
ｍ
プ
ー
ル
４
コ
ー
ス
／
幼
児
用
プ
ー
ル
／
採
暖
室

問
合
せ
先
▼
総
合
体
育
館
☎
５
７
４
‐
２
４
８
０

▼
豊
頃
町
民
プ
ー
ル
☎
５
７
４
‐
４
７
８
８

豊
頃
町
民
プ
ー
ル

オ
ー
プ
ン

総
合
体
育
館

☎
５
７
４
‐
２
４
８
０

豊
頃
町
民
プ
ー
ル　

☎
５
７
４
‐
４
７
８
８

▽
「
フ
ァ
ミ
・
サ
ポ
」
会
員
募
集　

ほ
か

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

駐
在
だ
よ
り

は
る
に
れ

～
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

安
心
な
ま
ち
～

池
田
警
察
署
☎
５
７
２
‐
０
１
１
０

茂
岩
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
０
１
３

豊
頃
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
１
５
１

大
津
駐
在
所
☎
５
７
５
‐
２
０
０
２

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進

●
交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
守
る

　

自
転
車
運
転
中
の
な
が
ら
ス
マ
ホ
、
自
転
車
の

　

酒
気
帯
び
運
転
及
び
幇
助
な
ど
の
危
険
な
運
転

　

に
新
し
く
罰
則
が
整
備
さ
れ
ま
た
。

　

自
転
車
は
幅
広
い
世
代
で
利
用
さ
れ
る
手
軽
な

　

乗
り
物
で
す
が
、
交
通
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守

　

ら
な
け
れ
ば
大
き
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

信
号
や
一
時
停
止
、
歩
行
者
優
先
な
ど
交
通
ル
ー

　

ル
を
し
っ
か
り
守
り
、
交
通
事
故
防
止
に
努
め

　

ま
し
ょ
う
。

●
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
促
進

　

頭
部
の
損
傷
は
致
命
傷
と
な
り
、
重
度
の
後
遺

　

症
が
残
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
故
の
衝
撃
か

　

ら
頭
部
を
守
る
た
め
、
必
ず
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

　

用
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
転
車
動
画
の
紹
介

　

北
海
道
警
察
で
は
、
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

　

用
を
呼
び
か
け
る
動
画
を
北
海
道
警
察
公
式

　

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
●
知
っ
て
い
ま
す
か
？
自
転
車
運
転
者
講
習
制
度

　

自
転
車
の
講
習
に
関
し
一
定
の
違
反
行
為

　
（
信
号
無
視
、
通
行
禁
止
違
反
等
）
を
３
年

　

以
内
に
２
回
以
上
行
っ
た
場
合
、
公
安
委
員

　

会
か
ら
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
を
命
じ

　

ら
れ
ま
す
。

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
中
の

交
通
事
故
防
止

　

大
型
連
休
中
は
、
行
楽
地
な
ど
に
お
い
て
旅

行
者
等
の
増
加
や
渋
滞
が
予
想
差r
ま
す
。
お

出
か
け
の
際
は
、
心
に
時
間
と
ゆ
と
り
を
も
っ

て
安
全
運
転
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

信
号
や
標
識
を
見
落
と
す
と
重
大
事
故
に
つ

な
が
り
ま
す
。信
号
等
に
限
ら
ず
交
差
点
で
は
、

走
行
中
の
車
や
横
断
中
の
歩
行
者
を
見
落
と
さ

な
い
よ
う
し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
は
、
正
面
衝
突
や
路

外
逸
脱
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
カ
ー
ブ
手

前
で
は
し
っ
か
り
速
度
を
落
と
し
ま
し
ょ
う
。

　

長
時
間
の
運
転
は
、
交
通
違
反
や
居
眠
り
運

転
を
誘
発
し
ま
す
。
適
度
な
休
憩
で
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
を
し
ま
し
ょ
う
。

悪
徳
業
者
は
う
・
そ
・
つ
・
き

【
う
】
う
ま
い
話
を
信
用
し
な
い
！

　
　
う
ま
い
話
に
は
、
必
ず
大
き
な
落
と
し
穴

【
そ
】
そ
う
だ
ん
す
る
！

　
　
ひ
と
り
で
判
断
せ
ず
、
家
族
・
知
人
・
相
談
機
関
に
相
談
を

【
つ
】つ
ら
れ
て
返
事
を
し
な
い
！
す
ぐ
に
契
約
し
な
い
！

　
　
悪
徳
業
者
は
、
言
葉
巧
み
に
す
ぐ
に
契
約
す
る
よ
う
に
迫
っ

　
　
　

て
き
ま
す
。

【
き
】
き
っ
ぱ
り
！
は
っ
き
り
！
断
る
！

　
　

あ
い
ま
い
な
返
事
を
せ
ず
、キ
ッ
パ
リ
！
ハ
ッ
キ
リ
！

　
　

		

断
る
！

十
勝
総
合
振
興
局
納
税
課

☎
０
１
５
５
‐
27
‐
８
５
３
３

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は

６
月
２
日
で
す

◆
特
定
空
家
解
体
撤
去
補
助
金
に
つ
い
て

　

市
街
地
に
所
在
す
る
防
災
上
危
険
な
空
き
家

で
対
象
要
件
を
満
た
す
場
合
、
解
体
撤
去
費
用

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
で
す
。

補
助
金
額
▽
解
体
撤
去
費
用
の
２
分
の
１

（
限
度
額
：
町
内
事
業
者
利
用
50
万
円
、
町
外

事
業
者
利
用
25
万
円
）

対
象
地
域
▽
茂
岩
新
和
町
、
茂
岩
本
町
、
茂
岩

栄
町
、
茂
岩
末
広
町
、
中
央
新
町
、
中
央
若
葉

町
、
豊
頃
旭
町
、
豊
頃
南
町
、
豊
頃
佐
々
田
町
、

十
弗
宝
町
、
大
津
元
町
、
大
津
幸
町
、
大
津
寿

町
、
大
津
港
町

詳
し
く
は
、
役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

特
定
空
家
解
体
撤
去

補
助
金
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
６
月
２
日

（
月
）
で
す
。
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

自
動
車
税
種
別
割
は
、
４
月
１
日
現
在
の
登

録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
納
付
通
知
書

が
５
月
７
日
（
水
）
か
ら
発
送
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
手
続
が
必
要
で
す
。

①　

住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

▼
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
お
よ
び
運
輸

支
局
で
変
更
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

②　

自
動
車
を
売
買
し
た
と
き

▼
運
輸
支
局
で
移
転
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

③　

自
動
車
を
廃
車
し
た
と
き

▼
運
輸
支
局
で
抹
消
登
録
を
お
願
い
し
ま
す

　

各
種
登
録
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
運

輸
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
tb.m
lit.

go.jp/hokkaido/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
に
つ
い
て
の
ご
相

談
は
、
十
勝
総
合
振
興
局
ま
で
。

問合せ先

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
６
月
２
日
で
す　

ほ
か

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


